
STOP!  

 
  

 

労働災害 

令和８年取組強化中！ 

厚生労働省・愛媛労働局・新居浜労働基準監督

署  



 
 
 
 
 

要 請 事 項 
事業場のトップが「労働災害は絶対に起こさない」という意思表明を行い、率先し

て職場のパトロールを実施し、職場における安全衛生活動の総点検を行うこと 

安全作業マニュアルや日々の作業がリスクアセスメントを踏まえたものとなってい

るか、これに基づき必要な安全対策や取組が行われているかについて確認すること 

雇入れ時教育等を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること 

厚生労働省・愛媛労働局・新居浜労働基準監督署  

新居浜労働基準監督署管内において、令和７年は、５名もの尊い命が労働の現場にお

いて失われています。令和８年は、労働災害、特に死亡労働災害を決して発生させて

はいけません。労使をはじめ、関係者が一体となって下記の取組を徹底し、労働災害防

止に努めてください。 

これ以上労働災害を発生させないために 

【労使をはじめ、関係者が一体となって取組を徹底し、労働災害防止に努めること】 

 


